
議

案

第

四

号

 

 
 

 

港

区

特

別

区

道

の

構

造

の

技

術

的

基

準

等

に

関

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

二

月

二

十

日

 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

  

港

区

特

別

区

道

の

構

造

の

技

術

的

基

準

等

に

関

す

る

条

例

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

三

十

条

 

第

三

項

及

び

第

四

十

五

条

第

三

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

法

第

三

条

第

四

号

に

規

定

す

る

市

町

村

道

の

う

ち

、

 

港

区

が

法

第

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

道

路

管

理

者

と

し

て

管

理

す

る

特

別

区

道

（

以

下

「

区

道

」

と

い

 

う

。

）

の

構

造

の

技

術

的

基

準

及

び

区

道

に

設

け

る

道

路

標

識

の

寸

法

を

定

め

、

並

び

に

高

齢

者

、

障

害

者

 

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

九

十

一

号

。

以

下

「

移

動

等

円

滑

化

 

法

」

と

い

う

。

）

第

十

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

移

動

等

円

滑

化

（

移

動

等

円

滑

化

法

第

二

条

第

二

号

 

に

規

定

す

る

移

動

等

円

滑

化

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

た

め

に

必

要

な

区

道

の

構

造

に

関

す

る

基

準

を

定

 

め

る

も

の

と

す

る

。

 



（

区

道

の

構

造

の

技

術

的

基

準

）

 
第

二

条 

法

第

三

十

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

条

例

で

定

め

る

区

道

の

構

造

の

技

術

的

基

準

は

、

安

全

か

つ

円

 
滑

な

交

通

の

確

保

を

図

る

こ

と

を

考

慮

し

て

、

区

規

則

で

定

め

る

。

 

（

区

道

に

設

け

る

道

路

標

識

の

寸

法

）

 

第

三

条 

法

第

四

十

五

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

条

例

で

定

め

る

区

道

に

設

け

る

道

路

標

識

（

道

路

標

識

、

区

 

画

線

及

び

道

路

標

示

に

関

す

る

命

令

（

昭

和

三

十

五

年

総

理

府

・

建

設

省

令

第

三

号

）

第

三

条

の

二

に

規

定

 

す

る

案

内

標

識

及

び

警

戒

標

識

並

び

に

こ

れ

ら

に

附

置

さ

れ

る

補

助

標

識

（

こ

れ

ら

の

道

路

標

識

の

柱

の

部

 

分

を

除

く

。

）

に

限

る

。

）

の

寸

法

は

、

安

全

か

つ

円

滑

な

交

通

の

確

保

を

図

る

こ

と

を

考

慮

し

て

、

区

規

 

則

で

定

め

る

。

 

（

移

動

等

円

滑

化

の

た

め

に

必

要

な

区

道

の

構

造

に

関

す

る

基

準

）

 

第

四

条 

移

動

等

円

滑

化

法

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

移

動

等

円

滑

化

の

た

め

に

必

要

な

区

道

の

構

造

に

関

 

す

る

条

例

で

定

め

る

基

準

は

、

高

齢

者

、

障

害

者

等

（

移

動

等

円

滑

化

法

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

高

齢

 

者

、

障

害

者

等

を

い

う

。

）

の

移

動

上

の

利

便

性

及

び

安

全

性

の

向

上

の

促

進

を

図

る

こ

と

を

考

慮

し

て

、

 

区

規

則

で

定

め

る

。

 

付 

則

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
 

（

説 

明

）

 



地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

 
律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

三

十

七

号

）

の

施

行

に

よ

る

道

路

法

（

昭

和

二

十

七

年

法

律

第

百

八

十

号

）

の

一

 

部

改

正

及

び

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

 

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

百

五

号

）

の

施

行

に

よ

る

高

齢

者

、

障

害

者

等

の

移

動

等

の

円

滑

化

の

 

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

九

十

一

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

う

条

例

制

定

権

限

の

拡

大

に

よ

り

、

 

特

別

区

道

の

構

造

の

技

術

的

基

準

等

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 


